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第1回 認知症バリアフリーWG（令和7年10月16日）の議題

１．本WGの位置付け、活動内容等のご報告

２．「認知症バリアフリー宣言等検討委員会」における検討状況等のご報告と討議
① 認知症バリアフリー宣言の今後のあり方について

<休憩>
② 認知症バリアフリーWGの今後の取組のあり方について
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本WGの位置付け、活動内容等のご報告
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• 日本認知症官民協議会のもと、経産省主導で産業創出を図る認知症イノベーションアライアンスWGと厚労省主導で官民で
の「バリアフリー対応」の具現化を目指す認知症バリアフリーWGが連携しながら、取組が進められている。

• 認知症バリアフリーWGでは、認知症になってからも、できる限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けていくため、現状ある
バリア（障壁）を探求し、「認知症バリアフリー社会」の構築に向けた施策の検討等を行う。

（政府における認知症施策の推進体制）

認知症バリアフリーWGの位置付け
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• 日本認知症官民協議会は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる「認知症バリアフリー社会」
の実現を目指し、官民一体となって認知症に関する課題に取り組むことを目的としている。

• 認知症イノベーションアライアンスWGでは当事者参画型開発モデルの推進、認知症予防市場の環境整備、研
究開発の促進を主に実施。認知症バリアフリーWGでは認知症バリアフリー宣言の運用・普及、業種別手引き
の作成を主に実施。2023年度からは両WG共催で認知症バリアフリー情報交換会を開催。

研究開発の
促進

当事者参画型開
発モデルの推進

認知症予防
市場の環境整備

認知症関連6学会
による｢提言｣や
｢指針｣の整備

オレンジイノベーション・
プロジェクトの推進

共生・予防等に
関して

エビデンスを構築する
実証事業を支援

認知症イノベーションアライアンスWG（事務局：経産省）

認知症バリアフリー
宣言の運用・普及

業種別手引きの
作成

認知症とともに生きることや
接遇のポイントを知って
もらうことを目的に

業種別に手引きを作成

企業・団体等のバリアフリー
推進に向けた取組を見える化
する宣言制度を運用・普及

認知症バリアフリーWG（事務局：厚労省）

情報交換会

両WGの取組を
共有する場として
認知症バリアフ
リー情報交換会

を共催

日本認知症官民協議会（事務局：厚労省、経産省）

認知症バリアフリーWGの主な活動
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• 国の認知症施策の推進にあたって、昨年度までは日本認知症官民協議会、認知症イノベーションアライアン
スWG、認知症バリアフリーWGの3つの会議体が設置されていた。

• 「認知症バリアフリー宣言」や「認知症バリアフリーWG」の今後のあり方の検討を行うことを目的として、認知症
バリアフリーWGに紐づく会議体として「認知症バリアフリー宣言等検討委員会」を今年度新たに設置した。

認知症バリアフリー宣言等検討委員会の設置 ①位置づけ、目的

認知症バリアフリーWG

認知症バリアフリー宣言等
検討委員会

連携

報告

報告

・厚生労働省
・経済産業省

・経済産業省

・厚生労働省

・厚生労働省

• 認知症の人の尊厳・想いを尊重しながら、産業、公的
機関、医療、福祉等様々なステークホルダーと連携し、
イノベーション創出に向けた検討を行う「場」。

• オレンジイノベーション・プロジェクトなどを推進。

• 認知症になってからも、できる限り住み慣れた地域で自
分らしく暮らし続けていくため、現状あるバリア（障壁）
を探求し、「認知症バリアフリー社会」の構築に向けた
施策の検討を行う「場」。

• 「認知症バリアフリー宣言」や「認知症バリアフリーWG」
の今後のあり方について、検討を行う「場」。

• 認知症分野の官民連携した取組等について報告・共
有を行い、認知症の取組を推進するための国民的な
気運を高める「場」。

日本認知症官民協議会

認知症イノベーション
アライアンスWG

事務局 会議体の位置づけ、目的

手引き作成のための
作業委員会

報告

・厚生労働省
• 「認知症バリアフリー社会実現のための手引き」の作成

を行う「場」。今年度は飲食、家電量販店の2テーマ。
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• 「認知症バリアフリー宣言検討委員会」の委員構成は以下の通り。本日までに計2回の会議を開催済み。

認知症バリアフリー宣言等検討委員会の設置 ②委員構成等

氏名 ご所属

伊藤 浩美 株式会社福井銀行 リスク統括グループ コンプライアンス統括チーム

内田 知康 静岡県 健康福祉部 福祉長寿局 福祉長寿政策課 福祉長寿政策班長

小山 遊子 株式会社イトーヨーカ堂 サステナビリティ推進部 総括マネジャー

成本 迅

【座長】

京都府公立大学法人 京都府立医科大学大学院

医学研究科 精神機能病態学 教授

根本 豊 株式会社HAKUHODO ITTENI取締役 戦略コンサルティング本部 統括

藤田 和子 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 相談役理事

松尾 真二 さいたま市 福祉局 長寿応援部 いきいき長寿推進課 係長

矢吹 知之 高知県立大学 社会福祉学部 教授

山中 しのぶ 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事

和田 誠 公益社団法人認知症の人と家族の会 代表理事

【開催日程】
• 第１回：8月18日（月）10:00-12:00
• 第２回：9月19日（金）10:00-12:00
• 第３回：12月頃開催予定

【主な議論事項】
•認知症バリアフリー宣言の今後のあり方
•認知症バリアフリーWGの今後の取組のあり方

【認知症バリアフリー宣言等検討委員会 委員名簿 ※50音順、敬称略】
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• 今年度、認知症バリアフリーWGは年度中2回（10月16日、 1月）
 認知症バリアフリー宣言等検討委員会は年度中３回（8/18、9/19、12月頃）の開催を予定。

令和7年度の各会議体の開催スケジュールの想定

８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

認知症バリアフリーWG

認知症バリアフリー宣言等
検討委員会

日本認知症官民協議会

認知症イノベーション
アライアンスWG

手引き作成のための
作業委員会

第1回委員会
8/18

第2回委員会
9/19

家電 第1回
（9/24）

飲食 第1回
（10/2）

第1回WG
10/16
（本日）

第2回WG

第3回委員会

第1回WG
9/16

第2回WG

総会開催

家電 第2回

飲食 第2回
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「認知症バリアフリー宣言等検討委員会」における
検討状況等のご報告と討議

①認知症バリアフリー宣言の今後のあり方について
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認知症バリアフリー宣言の概要（1/2）

• 認知症バリアフリー宣言は、「企業・団体等が認知症バリアフリー推進に向けての方針・方向性等を示し、見える化することにより、
認知症の人や家族等にとって安心して店舗やサービス・商品を利用できる環境を提供するとともに、認知症バリアフリー社会の機
運を醸成すること」を目的として、2022年3月より開始。

• 宣言の登録にあたっては、以下４つの基準を設定。認証制度ではないことから、登録にあたっては記載事項の抜け漏れがないか
等の「確認」のみを厚生労働省及び宣言事務局（＝日本総研）が行い、登録内容の「審査」は実施していない。

• なお、申請時及び2年に1回の更新時には事務手数料として「5000円」の支払いを申請企業に求めている。

認知症バリアフリー宣言の登録基準

出所：一般財団法人日本規格協会「厚生労働省 令和３年度 老人保健健康増進等事業 認知症に関する企業等の『認知症バリアフリー宣言（仮称）』
及び認証制度の実施及び普及に向けたあり方に関する調査研究事業企業・団体の皆様にご参加いただくためのガイドブック 」
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• 認知症バリアフリー宣言に登録された企業・団体等の取組は、認知症バリアフリー宣言ポータルで公表されている。

認知症バリアフリー宣言の概要（2/2）

宣言組織の掲載（例）

出所：https://ninchisho-barrierfree.jp/
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認知症バリアフリー宣言の登録状況

• 現在、認知症バリアフリー宣言を行っている企業・団体は計50団体（2025年10月6日現在）

No 企業・団体名 所在地 業種

1 日本医療福祉生活協同組合連合会 東京都 医療/福祉

2 生活協同組合パルシステム埼玉 埼玉県
サービス業
（他に分類されないもの）

3 生活協同組合コープあいち 愛知県
サービス業
（他に分類されないもの）

4 静岡県 静岡県
公務（他に分類されるものを
除く）

5 福井県民生活協同組合 福井県 複合サービス事業

6 株式会社マルタケ 新潟県 卸売業/小売業

7 大樹生命保険株式会社 東京都 金融業/保険業

8 全国コープ福祉事業連帯機構 東京都 医療/福祉

9 日本生活協同組合連合会 東京都 卸売業/小売業

10 株式会社サーベイリサーチセンター 東京都
サービス業
（他に分類されないもの）

11 合同会社トラベルケアふくおか 福岡県
生活関連サービス業/
娯楽業

12 LOOVIC株式会社 神奈川県
学術研究/
専門・技術サービス業

13 司法書士法人ともえみ 大阪府
サービス業
（他に分類されないもの）

14 豊鉄バス株式会社 愛知県 運輸業/郵便業

15 豊橋鉄道株式会社 愛知県 運輸業/郵便業

16 一般社団法人 おか桃会 岡山県 医療/福祉

17 株式会社パーソン・サポート絆 福岡県 医療/福祉

18 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 東京都 宿泊業/飲食サービス業

19 第一生命保険株式会社 東京都 金融業/保険業

20 第一フロンティア生命保険株式会社 東京都 金融業/保険業

21 KAERU株式会社 東京都
サービス業
（他に分類されないもの）

22 株式会社セットアップ 岡山県 情報通信業

23 SOMPOコーポレートサービス株式会社 東京都
サービス業
（他に分類されないもの）

24 SOMPOケアフーズ株式会社 東京都 医療/福祉

25 株式会社Sun・Ju・想 北海道 医療/福祉

No 企業・団体名 所在地 業種

26 SOMPOホールディングス株式会社 東京都 金融業/保険業

27 株式会社プライムアシスタンス 東京都
サービス業
（他に分類されないもの）

28 トリニティ・テクノロジー株式会社 東京都
サービス業
（他に分類されないもの）

29 SOMPOケア株式会社 東京都 医療/福祉

30 株式会社ハラダ事務機商会 大阪府 卸売業/小売業

31 SOMPOダイレクト損害保険株式会社 東京都 金融業/保険業

32 明治安田生命保険相互会社 東京都 金融業/保険業

33 愛知県中央信用組合 愛知県 金融業/保険業

34 SOMPOひまわり生命保険株式会社 東京都 金融業/保険業

35 日本生命保険相互会社 大阪府 金融業/保険業

36 三井住友信託銀行株式会社 東京都 金融業/保険業

37 但陽信用金庫 兵庫県 金融業/保険業

38 朝日生命保険相互会社 東京都 金融業/保険業

39 社会福祉法人 晋栄福祉会 大阪府 医療/福祉

40 太陽生命保険株式会社 東京都 金融業/保険業

41 株式会社七十七銀行 宮城県 金融業/保険業

42 フコクしんらい生命保険株式会社 東京都 金融業/保険業

43 株式会社三井住友銀行 東京都 金融業/保険業

44 アーバン警備保障株式会社 大阪府
サービス業
（他に分類されないもの）

45 損害保険ジャパン株式会社 東京都 金融業/保険業

46 岡三にいがた証券株式会社 新潟県 金融業/保険業

47 住友生命保険相互会社 大阪府 金融業/保険業

48 株式会社福井銀行 福井県 金融業/保険業

49 株式会社イトーヨーカ堂 東京都 卸売業/小売業

50
社会福祉法人敬愛園
（介護老人福祉施設アットホーム福岡）

福岡県 医療/福祉

2025
年度

2024
年度

2023
年度

2022
年度

2021
年度
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会では、認知症バリアフリー宣言の今後のあり方に関して、以下の各論
点について「今後の方針案」を検討した。

⚫ 共生社会の実現に向け、認知症バリアフリー宣言制度を今後どのように普及・展開していくべきか。

（参考：R2～4まで、認知症バリアフリー宣言及び認証制度のあり方について、調査研究を継続実施）

⚫ 特に、以下の点について具体的にどのような取組を行うべきか。

１．宣言の登録基準（人材育成、地域連携、社内制度、環境整備）の弾力化

２．自治体単位で実施されている類似の登録制度との連携の強化

３．宣言制度及び宣言企業・団体等と本人の関わりの強化

４．宣言を行った企業・団体の取組を支援する仕組みの充実 及び

宣言制度及び宣言企業・団体に関する情報発信の充実

５．宣言手数料の見直し（廃止）

認知症バリアフリー宣言等検討委員会における論点

【参考】
・基本計画：認知症の人が自立して、かつ、安心して暮らすための、地域における生活支援体制の整備等(Ⅲ２(１))
認知症バリアフリー宣言を始めとする地域の企業や公共機関等での認知症バリアフリーの取組の推進を支援する。
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会での議論を踏まえた「宣言基準の登録基準の弾力化」に関する方針
案は以下の通り。

⚫ 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行を受け、認知症バリアフリー社会の機運醸成に
向け、認知症バリアフリー宣言制度のより一層の普及・拡大が求められている。

⚫ 宣言の登録にあたっては人材育成、地域連携、社内制度、環境整備の4項目についての取組実績の記載
が必須要件となっているが、大企業、中小企業、自治体等、宣言主体が多様化するなかで、宣言基準の
弾力化を求める意見がある。それらを踏まえ、宣言の登録基準の一部見直しを行う。

⚫ 一方、見直しにより宣言制度の趣旨からの逸脱、宣言の質の低下が生じることは避けるべきであることから、
4項目から項目数を減らすことは望ましくないとの意見もある。

⚫ そこで、現行の4項目は維持しつつ、業種や業態の特殊性、企業規模の制約等から正当な理由がある
場合、4項目のうち、1項目以上の取組実績があれば、宣言を認める（例：店舗等がない業種の場合
「環境整備」に関する取組は無しでの申請を認める）こととする。

⚫ なお、取組等の進捗状況を2年に1度の更新のタイミングで確認するとともに、企業・団体等の取組の支援
（認知症の人との対話の機会の提供、先進事例の紹介等）を宣言事務局にて検討・実施する。

論点１ 宣言の登録基準の弾力化
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会での議論を踏まえた「自治体単位で実施されている類似の登録制度
との連携の強化」に関する方針案は以下の通り。

⚫ 現在、国の認知症バリアフリー宣言と自治体独自の認定・認証制度は個別に運用されており、自治体の認
定・認証制度についての実態把握も十分には行われていない。

⚫ 今後、国の取組と自治体単位での取組が効果的に連動し、宣言・認定・認証制度に関わる各主体が「ワ
ンチーム」として認知症バリアフリーの実現に向けた取組みを推進し、全国で機運を高めていく仕組みづくりが
求められる。

⚫ この仕組みの実現に向け、国において自治体独自の認定・認証制度の実態を定期的に把握し、認知症
バリアフリー宣言ポータル上でその内容を発信する。

⚫ また、国と自治体間で、宣言・認定・認証制度に登録している企業・団体等の好事例や企業・団体等の
活動に資する情報やナレッジの共有が効果的に行われるようにする。

⚫ 方針案「１宣言基準の弾力化」を前提として、自治体独自の制度の登録企業を、バリアフリー宣言企業と
して取り込むなど、自治体との連携を強化する。

論点２ 自治体単位で実施されている類似の登録制度との連携の強化
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会での議論を踏まえた「宣言制度及び宣言企業・団体等と本人の関わ
りの強化」に関する方針案は以下の通り。

⚫ 「新しい認知症観」に基づき、認知症バリアフリー宣言の普及・拡大も本人参画で実施することが必要不可
欠である。一方、宣言未実施の企業・団体等はもちろんのこと、宣言済みの企業・団体等であっても、認知
症の人と対話をする経験や機会が乏しい現状が指摘されている。

⚫ 認知症バリアフリー社会の実現に向けては企業・団体等が認知症の人の声を直接聞くことが重要であること
から、宣言企業や宣言検討中の企業・団体等と認知症の人が対話をする機会を定期的に設ける
➢ 「認知症バリアフリー情報交換会」は事例共有を主としたものであるが、より対話を意識した場を新たに

設ける想定。なお、対話の実施頻度、方法等は検討委員会等で継続議論予定。

⚫ また、対話を通じて、企業・団体等と認知症の人の双方にどのような気づきや学び、変化があったかを共有・
可視化・発信する仕組みもあわせて検討する。

論点３ 宣言制度及び宣言企業・団体等と本人の関わりの強化
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会での議論を踏まえた「宣言を行った企業・団体の取組を支援する仕組
みの充実」及び「宣言制度及び宣言企業・団体に関する情報発信の充実」に関する方針案は以下の通り。

⚫ 企業・団体へのインタビュー調査や各会議で提案があった取組を優先度等を検討の上、順次実施する。
⚫ 以下が現時点での取組案。

<支援の仕組み>
・企業・団体の業種別部会の開催
・企業・団体と自治体との交流会の開催
・企業・団体が認知症の人と対話する機会の提供
・有識者等への相談機会の提供 等

<情報発信の充実>
・宣言企業・団体のロゴ等を用いた「認知症バリアフリー企業カオスマップ（仮称）」の作成
・宣言企業・団体の取組をまとめた冊子等の作成
・宣言企業・団体向けの掲示用ステッカー等の作成（「子ども100番の家」のイメージ）
・ACジャパン広告等を活用した啓発活動の実施 等

論点４ 「宣言を行った企業・団体の取組を支援する仕組みの充実」等
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会での議論を踏まえた「宣言手数料の見直し」に関する方針案は以下
の通り。

⚫ 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行を受け、認知症バリアフリー社会の機運醸成に
向け、認知症バリアフリー宣言制度のより一層の普及・拡大が求められていること受け、申請時及び2年に1
回の更新時の事務手数料「5,000円」は廃止する。

事務手数料については、ポータルサイトの維持管理費用等を安定的に賄える仕組みを整えるため、実費
 等を勘案して徴収することとし、制度開始時は、可能な限り少額として、多くの企業・団体が申請しやすいよ
 う、当面5,000円としたもの。
金額については、制度運営や申請件数の状況等に基づいて見直すこととされた。
現在は、厚生労働省の委託事業費によりHPの維持管理等を行っており、手数料の徴収は一時保留中。

⚫ なお、宣言して終わりではなく、宣言後の各宣言主体の取組が継続・拡大するように、2年に1回の更新制
度は維持する想定。

論点５ 宣言手数料の見直し
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① 共生社会の実現に向け、認知症バリアフリー宣言制度を今後さらに普及・展開していくために、

前述の各論点ごとの方針案について、追加・見直しを行うべき事項等がないか。

１．宣言の登録基準（人材育成、地域連携、社内制度、環境整備）の弾力化

２．自治体単位で実施されている類似の登録制度との連携の強化

３．宣言制度及び宣言企業・団体等と本人の関わりの強化

４．宣言を行った企業・団体の取組を支援する仕組みの充実 及び

宣言制度及び宣言企業・団体に関する情報発信の充実

５．宣言手数料の見直し（廃止）

ご意見をいただきたい事項

• 本日、各委員にご意見をいただきたい事項は以下の通り。特に、1について、方針案の見直しの要否、2～4
について、追加で実施すべき事項があるかについてご意見といただきたい。
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「認知症バリアフリー宣言等検討委員会」における
検討状況等のご報告と討議

②認知症バリアフリーWGの
今後の取組のあり方について
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日本認知症官民協議会の取組の全体像

• 日本認知症官民協議会は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して暮らせる「認知症バリアフリー社会」
の実現を目指し、官民一体となって認知症に関する課題に取り組むことを目的としている。

• 認知症バリアフリーWGでは認知症バリアフリー宣言の運用・普及、業種別手引きの作成、認知症イノベー
ションアライアンスWGでは当事者参画型開発モデルの推進、認知症予防市場の環境整備、研究開発の促進を
主に実施。2023年度からは両WG共催で認知症バリアフリー情報交換会を開催。

研究開発の
促進

当事者参画型開
発モデルの推進

認知症予防
市場の環境整備

認知症関連6学会
による｢提言｣や
｢指針｣の整備

オレンジイノベーション・
プロジェクトの推進

共生・予防等に
関して

エビデンスを構築する
実証事業を支援

認知症イノベーションアライアンスWG（事務局：経産省）

認知症バリアフリー
宣言の運用・普及

業種別手引きの
作成

認知症とともに生きることや
接遇のポイントを知って
もらうことを目的に

業種別に手引きを作成

企業・団体等のバリアフリー
推進に向けた取組を見える化
する宣言制度を運用・普及

認知症バリアフリーWG（事務局：厚労省）

情報交換会

両WGの取組を
共有する場として
認知症バリアフ
リー情報交換会

を共催

日本認知症官民協議会（事務局：厚労省、経産省）

再掲
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• 認知症バリアフリー社会実現のための手引きは、認知症の人と接する機会の多い業種に対して、認知症とともに生きることや接
遇のポイントを知ってもらうことを目的に作成。令和６年度までに計12種作成済み。

• 昨年度（令和６年度）認知症バリアフリーWGにて、本年度（令和７年度）は「大型家電量販店」及び「飲食店」に関す
る手引きを作成する方針に決定した。認知症施策推進基本計画の記載をふまえ、認知機能の障害という障害の特性によっ
て生ずる当該業種におけるバリアを認知症の人と家族等と共に丁寧に探究しながら、策定を進めている。

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

レジャー・
生活関連

金融

小売

住宅

策定目的
認知症バリアフリー社会実現の手引きを参考
に、各業界・企業での独自の接遇マニュアル
の作成を促すことを目的として策定する。

留意事項集

策定した手引きの業種 その他成果物

図書館

薬局・
ドラッグストア

運動施設

配食等

策定目的
従業員が困った場面での対応方法に焦点を当てるのではなく、認知症になってからも利用しやすい環境づくり等、
認知機能の障害という障害の特性によって生ずるバリアの軽減を目指すことを目的として策定する。

携帯ショップ

旅館・ホテル

宅配

メディア

大型
家電量販店

飲食店

認知症バリアフリー社会実現のための手引き 工程表

令和８年度

令和７年度
策定プロセスを
ふまえて選定予定

例）
公共交通
化粧品
文化施設
観光 ・・・等

認知症バリアフリー社会実現のための手引き ①作成テーマ
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• 前述の通り、本年度は、飲食店と大型家電量販店をテーマにした冊子を作成予定。

• 冊子作成に関する作業委員会の開催に先立ち、7月下旬に高知県にて飲食店と大型家電量販店で日本
認知症本人ワーキンググループ等と連携し、バリア確認会を実施。

認知症バリアフリー社会実現のための手引き ②バリア確認会
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• テーマごとに手引き作業委員会を立ち上げ、手引きの構成・内容等について検討を実施中。

• 第2回認知症バリアフリーWGにて各手引きの内容について報告予定。

認知症バリアフリー社会実現のための手引き ③手引き作業委員会

氏名 ご所属

板谷 慎治
株式会社アレフ 店舗運営本部 直営店舗運営部 

北海道・東北ゾーン ブロックリーダー

葛西 渚 株式会社アレフ SDGs推進部

紀伊 信之

【座長】

日本認知症官民協議会 事務局（株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 部長/プリンシパル）

小城 哲郎 全国飲食業生活衛生同業組合連合会 専務理事

藤田 和子 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 相談役理事

牧野 晋也
株式会社デニーズジャパン

総務部サステナビリティ推進兼お客様相談  総括マネジャー

山中 しのぶ 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事

和田 誠 公益社団法人認知症の人と家族の会 代表理事

【飲食店手引き作業委員会 ※50音順、敬称略】

氏名 ご所属

紀伊 信之

【座長】

日本認知症官民協議会 事務局（株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門 部長/プリンシパル）

小井戸 凌
株式会社ヤマダホールディングス

人事総務本部 サステナビリティ推進部 サステナビリティ課

近藤 徹也
株式会社ヤマダホールディングス

サステナビリティ推進部 部長

田丸 博一
株式会社エディオン

総務人事本部 人材開発統括部 人材開発部 部長

原田 学
株式会社エディオン

総務人事本部 人材開発統括部 CS推進部 部長

藤田 和子 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 相談役理事

山中 しのぶ 一般社団法人日本認知症本人ワーキンググループ 代表理事

和田 誠 公益社団法人認知症の人と家族の会 代表理事

【大型家電量販店手引き作業委員会 ※50音順、敬称略】

【開催日程】
• 第１回：9月24日（月）9:00-10:00
• 第２回：1月開催予定

【開催日程】
• 第１回：10月2日（月）10:00-12:00
• 第２回：1月開催予定
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認知症バリアフリー情報交換会

日時
• 2024年12月19日（木）

情報交換会 ：13:00～15:00
交流会 ：15:10～16:00

参加者

• 情報交換会：414名
現地会場参加者：101名（登壇者、関係者含む）

オンライン参加者：313名（事前申込者ベース）
• 交流会：91名（登壇者、関係者含む） 

会場 • TKP新橋カンファレンスセンター ホール16D

演題 登壇者

厚生労働省における
認知症関連施策の動向

• 厚生労働省 老健局
認知症総合戦略企画官 遠坂佳将氏

経済産業省における
認知症関連施策の動向

• 経済経済産業省 商務・サービスグループ
ヘルスケア産業課 企画官 小野聡志氏

本人から企業へのメッセージ • 藤枝市在住 永井光彦氏
• 藤枝市地域包括ケア推進課 横山麻衣氏

家族から企業へのメッセージ • 公益社団法人認知症の人と家族の会
代表理事 鎌田松代氏

企業の実践事例の紹介

• トヨタ自動車株式会社 先進プロジェクト推進部
主幹 山田浩史氏

• 福岡市福祉局ユマニチュード推進部
認知症支援課 課長 矢野邦弘氏 

• 豊橋鉄道株式会社 総務部 副長 赤川景子氏

• 株式会社イトーヨーカ堂 サステナビリティ推進部
総括マネジャー 小山遊子氏 

• DAYS BLG!はちおうじ
志田武雄氏、水野秀司氏、守谷卓也氏

• 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ
統括マネジャー 牧野晋也氏

• 経済産業省と共催で、認知症バリアフリーに向けた機運醸成等を目的として開催。昨年度は企業、自治体
関係者、認知症の人や家族等、計414名（内、現地101名）が参加。

• 今年度は2025年11月21日（金）午後にTKP新橋カンファレンスセンターにて開催予定。

情報交換会

交流会

【昨年度の開催概要】
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会では、認知症バリアフリーWGの今後の取組のあり方に関して、以下の
論点について検討した。

認知症バリアフリーWGの今後の取組のあり方 ①論点

⚫ 「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」の施行や「認知症施策推進基本計画」で示された

新しい認知症観の理解促進等を踏まえ、認知症バリアフリーWGで今後どのような取組や検討を行ってい

くべきか。

⚫ また、現在実施している業種別手引きの作成、認知症バリアフリー情報交換会についてどのように継続・

発展させていくべきか。

【参考】
・基本法：認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進（第15条第２項）
国及び地方公共団体は、認知症の人が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、国、地方公共
団体、事業者及び民間団体等の密接な連携の下に、認知症の人にとって利用しやすい製品及びサービスの開発及
び普及の促進、事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定、民間における自主的な取組の
促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

・基本計画：事業者が認知症の人に適切に対応するために必要な指針の策定(Ⅲ２(５))
認知機能の障害という障害の特性によって生ずるバリアを、認知症の人と家族等と共に丁寧に探究しながら、バリア
フリー化を推進していくために、日本認知症官民協議会による官民連携の下、認知症の人の生活に関わる業界向け
の手引を認知症の人と家族等と共に、幅広く、個別の業種で計画的に作成し、その普及に取り組む。
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• 認知症バリアフリー宣言等検討委員会における検討状況は以下の通り。

➢ 具体的な意見等については参考資料１に掲載。

認知症バリアフリーWGの今後の取組のあり方 ②検討状況（１／２）

<手引きに関する事項>

⚫ 認知症バリアフリー社会実現のための手引きの更なる普及・活用促進に向け、簡易版や動画版の制作等、より多くの方

が参照しやすい方法を検討する必要性が指摘された。

⚫ また、手引きの作成自体を目的とせず、その活用等を通じて、バリアフリーの実現に向けた取組みを進めることの必要性に

ついての指摘もあった。

⚫ 手引き作成のための作業委員会での検討状況等を踏まえ、今後の手引きのあり方を検討予定。

<手引き以外に関する事項>

⚫ 手引き以外については、以下の取組の必要性について指摘があった。

① 認知症バリアフリーWGの活動を通じた認知症バリアフリーに関する社会全体での更なる機運の醸成

② 認知症の人の就労継続に資する取組の推進

③ 日本認知症官民協議会構成員の取組の活性化

④ 認知症の人の生活におけるバリア（障壁）の明確化

⑤ 小中高生等への普及啓発

⑥ 多世代を巻き込んだ検討の推進
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• 前頁の②認知症の人の就労継続に関する検討及び③日本認知症官民協議会構成員の取組の活性化に
ついては以下のような取組のアイデアが出された。

認知症バリアフリーWGの今後の取組のあり方 ②検討状況（２／２）

②認知症の人の就労継続に資する取組の推進

（取組例）

➢ 認知症バリアフリーWGを始めとした会議体に、人事労務系部署の担当者の参加が限定的であることから、

人事労務系部署の担当者を集めた部会を新たに立上げ、検討を行う。

➢ 業種別ではなく、部署別の情報発信を検討する（人事労務系部署向け手引き等）。

➢ 認知症の人の就労継続に関する取組事例を全国から集め、発信する。

➢ ダイバーシティ＆インクルージョンの議論テーマに認知症の人の就労継続を入れるなど、関連セクターと連携し

て取組を推進する。

③日本認知症官民協議会構成員の取組の活性化

（取組例）

➢ 各団体に協議会及びWGの活動に関する周知や取組報告を定期的に依頼する。

➢ 取組報告については、官民協議会総会等の場を活用し、全国に発信する。
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① 認知症バリアフリー宣言等検討委員会での議論や「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」

の施行、「認知症施策推進基本計画」で示された新しい認知症観の理解促進等を踏まえ、認知症バリ

アフリーWGで今後どのような取組や検討を行っていくべきか。

② また、現在実施している業種別手引きの作成、認知症バリアフリー情報交換会についてどのように継続・

発展させていくべきか。

ご意見をいただきたい事項

• 本日、各委員にご意見をいただきたい事項は以下の通り。
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参考資料
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法（１／２）

• 令和６年１月に共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、基本法という。）が施行。
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共生社会の実現を推進するための認知症基本法（２／２）

• 基本的施策の１つとして「認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進」が位置付けられた。
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認知症施策推進基本計画（１／２）

• 令和６年１月に施行された共生社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、基本法という。）にもとづき、
国の認知症施策の基本計画として、「認知症施策推進基本計画」が策定された。
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認知症施策推進基本計画（２／２）

• 基本的施策「２．認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進」に関して、「事業者が認知症の人に適
切に対応するために必要な指針の策定」や「民間における自主的な取組の促進」等を実施すると示された。

• 重点目標ではアウトプット指標として「認知症バリアフリー宣言を行っている事業者の数」が設定された。

基本的施策「２．認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進」

※一部抜粋

重点目標３ 認知症の人・家族等が他の人々と支え合いながら
地域で安心して暮らすことができること
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認知症バリアフリー社会実現のための手引き：令和５年度までの活動

出所：https://ninchisho-kanmin.or.jp/guidance.html

• 認知症バリアフリー社会実現のための手引きは、認知症の人と接する機会の多い業種に対して、認知症とと
もに生きることや接遇のポイントを知ってもらうことを目的に作成。

• 令和５年度までに計10種作成済み。
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• 令和６年度は、宅配編の手引きとメディア向けの普及啓発に向けた冊子を作成。

認知症バリアフリー社会実現のための手引き：令和６年度の活動

宅配編の手引き メディア向け冊子

目的
• 宅配業界に向けて、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」および
「新しい認知症観」を普及啓発すること

• 宅配利用におけるバリア（障壁）を明らかにし、バリアを無くすためのアイディアや
事例を周知すること

第１回作業委員会
＜令和６年12月25日（水）＞
・宅配利用におけるバリア（障壁）の検討
・バリアを無くすためにできることの検討

第２回作業委員会
＜令和７年１月28日（火）＞
・手引き全体構成の検討
・「総論」および「理念編」の内容の検討

第３回作業委員会
＜令和７年２月17日（月）＞
・手引き全体の文案の検討

手引き作業委員会での検討

セミナー「認知症とともに生きることを知り、伝える」＜2025年1月9日＞
• 日本総研セミナー：
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」と基本計画について

• トークセッション（JDWG藤田様、家族の会鎌田様、永田先生）
基本法の成立と「新しい認知症観」
認知症とともに生きる社会の実現に向けて、何をどう伝えていくのか

作成の目的
• メディア関係者に「新しい認知症観」を知ってもらい、認知症について何をどう伝え
ていくべきか、考えるきっかけとしてもらうこと

• 認知症の人とメディア関係者との対話を通じて、双方の理解を深め、認知症に関
するこれからのよりよい メディアのあり方について検討すること

セミナー・意見交換会の開催

認知症本人との対話の会（意見交換会）
「認知症に関するメディアのこれからをともに考え
る」
＜2025年2月10日＞
• 第一部：認知症のご本人の報道への思い
• 第二部：ご本人とメディア関係者との対話
※希望大使 藤田様、春原様、戸上様
※活動パートナー：金谷様、櫻井様、吉川様
※オブザーバー：家族の会・鎌田様、永田先生
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R6認知症バリアフリー社会実現のための手引き（宅配編） （１／２）

• 認知症の人が実際に利用するフローに沿って、バリアや対応について解説。

出所：https://ninchisho-
kanmin.or.jp/dcms_media/other/2025.3_r6_%E5%AE%85%E9%85%8D%E7%B7%A8.pdf
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R6認知症バリアフリー社会実現のための手引き（宅配編） （２／２）

• バリアフリーに向けた取組事例や、認知症の人が働く場の環境整備の事例についても紹介。

出所：https://ninchisho-
kanmin.or.jp/dcms_media/other/2025.3_r6_%E5%AE%85%E9%85%8D%E7%B7%A8.pdf
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